
                 

 

勝央町空き家情報バンク制度（イメージ図）

所有者の登録の流れ 利用者登録の流れ

物

申し込み（役場へ所有者登録） 件 申し込み（役場へ利用者登録）

を

み

つ

サポートセンター利用の場合 け

る 役場ＨＰのみの物件

※ご自分で交渉となります。

（役場は紹介だけします。）

※一定基準を満たす業者に募集をかけます。

※応募のあった業者が物件を下見します。

※物件が登録されれば、

すぐにお知らせするメール

配信サービスをご利用ください。

※申し込みのあった業者から１社選定します。

※媒介契約をします。

住まいる岡山登録物件

　　※業者が売買・賃貸の仲介をします。

利用希望者

所有者と利用希望者をつなぐ制度です。

売買・賃貸契約の成立

物件の所有者

勝央町

取扱業者の募集 役場ＨＰ公開募集

サポートセンターを利用しない場合

売買・賃貸契約の成立

勝央町

※（一社）岡山県岡山不動産サポートセンター

取扱業者の選定

契約の締結

住まいる岡山ＨＰ・役場ＨＰの両方で公開募集

下見会の開催

空き家の所有者（家を

売りたい・貸したい人）
利用希望者（空き家を買

いたい・借りたい人）


